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５．相談支援 

 

（１）計画相談支援・障害児相談支援 

（基本報酬①） 

問76 モニタリング標準期間の一部が見直されたが、利用者の状況に応じてそ

れ以外の期間を設定してもよいか。 

（答） 

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定す

る際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、例えば標準期間が６月に

１回のところを３月に１回としても差し支えない。 

なお、以下に示す状態像の利用者については、標準期間よりもさらに短い期間

で設定することが望ましい。 

【計画相談支援】 

・ 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援

が必要である者 

・ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

 

【障害児相談支援】 

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要の

ある保護者 

 

（基本報酬②） 

問77 相談支援専門員 1 人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数

も含むのか。また、計画相談支援を行う事業所が地域相談支援の事業の指

定も併せて受けており、相談支援専門員が地域相談支援における対応も実

施している場合、当該件数も含まれるのか。 

（答） 

取扱件数は、１月間に実施したサービス利用支援、継続サービス利用支援、障

害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助の合計数であり、基本報酬以外の加

算や地域相談支援の事業として対応した件数は含めない。 
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（基本報酬③） 

問78 例えば、相談支援事業所において、１月から８月までの取扱件数及び相

談支援専門員の配置数が以下のとおりであった場合、７月、８月の請求分

において、サービス利用支援費（Ⅱ）又は継続サービス利用支援費（Ⅱ）

（以下「基本報酬（Ⅱ）」という。）を何件算定するのか。 

 

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

対応件数合計（件） 45 45 60 45 45 50 60 75 

 うち計画相談 30 30 30 25 30 30 40 50 

 うち障害児相談 15 15 30 20 15 20 20 25 

相談支援専門員数（人） 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

（答） 

基本報酬（Ⅱ）を算定する件数は、取扱件数（１月間に計画作成又はモニタリ

ングを行った計画相談支援対象障害者等の数（前６月の平均値）÷相談支援専門

員の員数（前６月の平均値））が40以上である場合において、40以上の部分に相

談支援専門員の員数（前６月の平均値）を乗じて得た数（小数点以下の端数は切

り捨てる。）により算定することとなり、上記例の場合では以下のとおりとなる。 

① ７月分の請求について 

・ 計画相談支援対象障害者等の数（１月から６月の平均値） 

 →（45＋45＋60＋45＋45＋50）÷６ ＝48.333… （Ａ） 

・ 相談支援専門員の員数（１月から６月の平均値） 

 →（１＋１＋１＋１＋１＋２）÷６ ＝ 1.166… （Ｂ） 

・ 取扱件数 →（Ａ）÷（Ｂ）       ＝41.428… （Ｃ）≧40 

のため、基本報酬（Ⅱ）を算定する必要があり、算定する件数は 

（（Ｃ）－39）×（Ｂ）＝2.833…となり、小数点以下の端数を切り捨てた２

件となる。 

なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画

相談支援の７月の請求件数40件のうち２件を基本報酬（Ⅱ）で算定する。 

 

② ８月分の請求について 

・ 計画相談支援対象障害者等の数（２月から７月の平均値） 

 →（45＋60＋45＋45＋50＋60）÷６ ＝50.833… （Ａ） 

・ 相談支援専門員の員数（２月から７月の平均値） 

 →（１＋１＋１＋１＋２＋２）÷６ ＝ 1.333… （Ｂ） 

・ 取扱件数 →（Ａ）÷（Ｂ）       ＝38.125  （Ｃ）＜40 となり、

全てサービス利用支援費（Ⅰ）又は継続サービス利用支援費（Ⅰ）を算定
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することとなる。 

 

（加算共通①） 

問79 加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。また、記録の作成が

必要な加算についてはどのように記録したら良いのか。 

（答） 

以下の場合については、加算の併給はできない。 

① 退院・退所加算と初回加算の併給 

② 医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算（当該退

院等施設のみとの連携の場合）の併給 

記録については、別添資料２の標準様式を参考として作成し、５年間保存しな

ければならない。 

 

（加算共通②） 

問80 平成30年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定してい

ない月でも請求可能な加算はあるか。また、当該加算を単独で請求した場

合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可

能か。 

（答） 

「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提

供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない

月においても、当該加算のみでの請求が可能である。 

ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、「入

院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」、及び「サービス提供時モ

ニタリング加算」に対して算定することはできない。 

 

（初回加算） 

問81 障害児相談支援を利用していた障害児が、初めて計画相談支援を利用す

る場合について、計画相談支援の初回加算は算定可能か。また、計画相談

支援を利用していた障害児が、初めて障害児相談支援を利用する場合も、

障害児相談支援の初回加算は算定可能か。 

（答） 

 算定できる。 
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（居宅介護支援事業所等連携加算） 

問82 「居宅介護支援事業所等連携加算」は、当該指定居宅介護支援等の利用

開始日前６月以内に算定している場合は算定不可とあるが、異なる居宅介

護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、６月以内でも算定可

能か。 

（答） 

 算定できる。 

 

（医療・保育・教育機関等連携加算） 

問83 「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。 

（答） 

留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計

画（以下「サービス等利用計画等」という。）を作成する際に、利用者が利用して

いる病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定

されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業

所等が想定される。 

なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等に

ついても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。 

 

（サービス担当者会議実施加算①） 

問84 「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサ

ービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員

集まらないと算定できないのか。 

（答） 

サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参

加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当

者全員の参加は要しない。 

ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告

のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。 

 

（サービス担当者会議実施加算②） 

問85 モニタリング時にサービス担当者会議を開催した結果、サービス等利用

計画等を変更することになった場合、支給決定後に指定基準に基づき、再

度サービス担当者会議を開催しなければならないのか。 

（答） 

モニタリング時に開催したサービス担当者会議の結果、サービス等利用計画等

を変更することとなった場合は、その際に検討した変更案から変更がない又は軽
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微な変更のみであれば、その旨を関係者に報告する等によって、サービス担当者

会議の開催について簡素化することは差し支えない。 

 

（サービス提供時モニタリング加算①） 

問86「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービ

ス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。 

（答） 

算定可能である。ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日

と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算

を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成す

る必要があるので留意すること。 

 

（サービス提供時モニタリング加算②） 

問87 複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時

モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス

等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 

（答） 

複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サー

ビス等の提供現場を確認することが望ましいが、１箇所でも確認していれば算定

は可能である。 

 

（サービス提供時モニタリング加算③） 

問88 「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員1人当たり39件

まで請求できるが、取扱件数と同様に前６月平均なのか。 

（答） 

取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があること

に配慮して前６月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」

は実施月を調整することが可能であるため、前６月平均ではなく当該月の実施件

数を39件までとする。 

 

（行動障害支援体制加算①） 

問89 「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門

員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。 

（答） 

加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談

支援で算定が可能である。 

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。 
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（行動障害支援体制加算②） 

問90 「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから

実施した計画相談支援で加算が算定できるのか。 

（答） 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に

関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年10月 31日障

発1031001厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）第一の１の（４）の

規定に準じた取扱いとする。 

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。 

 

（行動障害支援体制加算③） 

問91 「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に

強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。 

（答） 

対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能

である。なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様であ

る。 

 

（２）地域移行支援・地域定着支援 

（地域移行支援の対象者） 

問92 「介護給付費等の支給決定等について(平成 19 年３月 23 日､障発第

0323002号 障害保健福祉部長通知)」の第五－２－ (１)が改正されたが、

対象者の範囲が変更となるのか。 

（答） 

地域移行支援の対象者は、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科

病院に入院している精神障害者であるが、精神科病院の入院期間が１年未満の者

等を一律に対象外としている事例が生じていることから、入院の期間や形態に関

わらず支援の対象であることを明確にするために改正したものであり、対象者の

範囲を変更するものではない。 

 

（地域移行支援サービス費（Ⅰ）） 

問93 地域移行支援サービス費（Ⅰ）を算定する事業所の要件の一つに、「１以

上の障害者支援施設又は精神科病院等（地域移行支援の対象施設）と緊密

な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にど

のような状況が想定されるのか。また、どの程度の頻度で行う必要がある

のか。 




